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山口市可燃ごみ指定収集袋保管管理・配送業務委託仕様書  

 

１ 業務名  

山口市可燃ごみ指定収集袋保管管理・配送業務 

 

２ 業務委託  

委託業務内容は、以下のとおりとする。 

(1) 山口市可燃ごみ指定収集袋（以下「指定収集袋」）の保管管理に関する業務 

(2) 指定収集袋取扱店（以下「取扱店」）への指定収集袋の配送業務 

(3) 上記(1)、(2)の業務を行うにあたり必要な業務 

 

３ 委託期間 

委託期間 令和７年１０月１日から令和１０年９月３０日まで 

準備期間 契約を締結した日の翌日から令和７年９月３０日までを準備期間とする。 

 

４ データ及び物品の引き渡し日 

配送業務は令和７年１０月１日から行うため、物品の引き渡しは準備期間中に、配送デー

タの引き渡しは令和７年９月３０日からとする。 

 

 

５ 保管管理・納品・入庫・配送について 

(1) 保管管理・配送の物品の規格及び価格 …別紙１のとおり 

(2) 保管場所及び保管方法 

ア 山口県内とし、委託期間内において、安全かつ品質に影響を及ぼさない状態で保管

できる場所であること。 

イ 保管場所は、製造年月日（箱の側面に記載）の古い方から順次配送することが可能

であること。 

ウ 保管場所は、１０トン車での納品及び重機（フォークリフト）による荷卸しが可能

であること。 

エ 保管方法については、梱包の箱がつぶれないよう配慮すること。 

オ 委託契約期間中の火災等の災害に対しての責任は受託者が負うものとする。 

カ 寄託契約については指定収集袋の製造にかかる契約完了後に原価を伝えるものと

する。 

(3) 納品 

ア 数量及び納品月は別紙２を目安とし、在庫量に伴い変動することがある。 

イ 納品形状は、パレット積載とする。製造後未開封の納品物はフィルムで梱包され、

１パレットに「大」袋でおよそ４８箱となる（ただし、袋製造業者により変更となる

場合がある。）。 

ウ パレットの返却は行わないものとする。 

エ 入庫に当たっては、納品業者が立ち会うものとする（必要と判断したときは市も立

会を行う。）。 

オ 上記アの数量の変更について発生する費用の支払い額は、契約金額を基に協議の上、

最終年度にて精算するものとする。 
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(4) 配送場所 

ア 取扱店は、令和７年３月３１日現在 ２８７店舗（うち山口１８９、小郡３５、秋

穂８、阿知須１３、徳地７、阿東１４、防府市３、宇部市８）及び秋穂、徳地、阿東

の各総合支所とする。【計２９０ヶ所】 

イ 取扱店の数は、新規登録、廃止等に伴い増減することがある。 

ウ 配送場所については、契約締結後、取扱店一覧を渡すものとする。 

エ 配送予定数量および件数の見込等については別紙３のとおり。 

 

 (5) 配送 

ア 各大きさの袋とも製造年月日（梱包の箱の側面に記載）の古いものから順次配送す

ること。 

イ 配送データの引き渡しは、土日祝祭日を除く平日の午前中に受け付けた注文を、そ

の日の午後に行う。 

ウ 受託者は、配送データに基づき、下記の「納品書の記載事項」に従って納品書を作

成し、取扱店への袋納品時に引き渡すものとする。 

エ 各取扱店への配送は、データ引き渡しの日の翌日（翌日が土日祝祭日の場合は、そ

の日以降直近の平日）から３日以内に完了すること。 

オ 保管管理・配送業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ市の承

認を受けたときはこの限りではない。 

 

■納品書の記載事項 

①伝票番号 

②指定収集袋取扱店 店舗名称 

③指定収集袋取扱店 店舗所在地 

④指定収集袋取扱店 登録番号 

⑤指定収集袋取扱店 電話番号 

⑥指定収集袋種別（山口市可燃ごみ指定収集袋） 

⑦指定収集袋規格（大・中・小） 

⑧指定収集袋注文数量（箱又は１０袋単位） 

⑨受領・確認印欄 

⑩配送業者の所在地及び名称 

⑪配送日 

 

■配送についての注意事項 

①配送は１箱単位及び１０袋単位とする。 

②配送完了後の報告は、市が引き渡したデータに配送日を付し、随時報告するこ

と。 

③土、日曜日、祝祭日、年末年始は取扱店からの注文受付業務及び受託者に対す

る配送指示を行わない。 

④緊急な発注に対しては極力対応すること。 

 

６ 返品について 

取扱店から不良品等の発見・返品の連絡があったときは、その旨を速やかに市へ報告する

こと。 
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７ 在庫の管理 

市は必要と認めるとき、任意で保管場所に立ち入り、指定収集袋の在庫の検査を行う。 

 

８ その他 

ア 契約締結時は、指定収集袋１箱あたりの ①入庫費用、②出庫費用、③伝票作成費用、

④管理費用、⑤配送費用、⑥保管費用の単価を書面で提出できるようにしておくこと。 

イ 一般貨物または軽貨物運送業の許可を得ていること。 

ウ 納品時に使用されるパレット等の運搬資材の取り扱いについては、納品業者と協議、決

定すること。 


